
     相模原商工会議所                   

業種団体のみなさま 

 業種団体の組織活性化や資質向上等を図る取組を支援します！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年度 

業種団体活性化支援助成金に関するご案内 

 

業種団体活性化 

支援助成金とは？ 

市内の業種団体が行う事業に対しその費用の一部を助成します 

（１）業種団体とは 

 事業協同組合（商店街を除く）で産業の振興を目的として組織し

た団体で、その構成員が同一業種を営んでいるもの。 

（２）「事業」とは、組織活性化や会員の資質向上を図るために行う

講習会、講演会、研究会、視察、販売促進事業等をいう。 

 

助成率・金額等 

助成率は対象経費の１／２以内 （上限４万円） 

・参加者負担金を徴した場合は、総事業費から減じる。 

１，０００円未満の端数は切捨てとする。 

・対象経費とは、事業実施に関する「講師謝金」「会場使用料」「資

料代」 「広報費」「関連事務経費（関連事務経費とは、「通信費」

「交通費（バス借上げ料も含む）」「印刷製本費」「消耗品費等」を

いう。 

対象 

右記のいずれかに該当 

・業種団体が相模原商工会議所の会員である事 

・業種団体会員の５０％以上が相模原商工会議所の会員である事 

申請書受付期間 ・令和４年５月１０日（火）～令和５年３月３日（金）まで 

・申込順。予算に達し次第締め切りとなります。 

申 請 方 法 当商工会議所ホームページからダウンロードして下さい。 QR ｺｰﾄﾞ 

お問合せ先：相模原商工会議所 産業振興課 担当：久保田  ☎042-753-8136 
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